
中山間地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　中山間地域課題解決型起業支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交

付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179

号。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255

号。）及び広島県補助金等交付規則（昭和48年広島県規則第91号。以下「規則」とい

う。）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条　この要綱において、「中山間地域課題解決型起業支援事業」（以下「補助事業」

という。）とは、広島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、デジタ

ル技術を活用して地域の課題解決を目的とした起業をする者及び Society5.0関連業

種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継又は第二

創業をする者に対して、起業、事業承継又は第二創業（以下、「起業等」という。）に

必要な経費の一部の資金（以下、「起業支援金」という。）の支援及び起業等に関する

伴走支援を行うものとする。 

２　この要綱において、「執行団体」とは、補助事業を実施する事業実施者をいう。 

３　この要綱において、「起業」とは、新たに事業を開始するための準備を行うととも

に、個人事業の開業届出を行うこと又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、

企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人等（大企業及びみなし大企

業を除く）（以下「法人等」という。）を新たに設立して、その代表者となることを　　　

いう。 

４　この要綱において、「事業承継」とは、既に事業を営んでいる法人等又は個人事業

主が経営資源等を引継ぎ、代表者の変更又はその後継者が個人開業の届出を行うこと

を伴って、新たな事業へ取り組むことをいう。 

５　この要綱において、「第二創業」とは、既に事業を営んでいる法人等又は個人事業

主が業態の転換や新事業、新分野に進出することをいう。 

６　この要綱において、「中山間地域」とは、広島県中山間地域振興条例（平成25年10

月施行）第２条に規定する地域をいう。 

 

（補助対象経費、補助率等） 

第３条　補助金は、執行団体が補助事業を実施するために必要な経費であって別表に掲

げるもののうち、知事が必要かつ適当と認める経費（以下「補助対象経費」という。）

について予算の範囲内において交付する。 

２　補助対象経費の区分、補助率及び補助上限額は、別表のとおりとする。 

３　事業目的が同じである補助制度による支援を受ける場合及び事業目的が別の補助

制度ではあるが同一の経費に対して重複して支援を受ける場合は、交付対象としない

ものとする。 

４　本補助金とは別に国（独立行政法人を含む）又は県の他の補助金等を受けている又



は受ける予定となっている事業については、補助対象としないものとする。 

 

（交付申請） 

第４条　執行団体は、補助金の交付を受けようとするときは、知事が別に定める日まで

に、様式第１号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなけれ

ばならない。 

（１）事業計画書（別紙１－１） 

（２）資金計画（別紙１－２、１－３） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

２　執行団体は、前項に規定する申請を行うに当たっては、補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定に基づき仕入れに係る消費税額

として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の

規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額

をいう。以下同じ。）に相当する額を減額して交付申請しなければならない。ただし、

申請時において仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。 

 

（交付決定） 

第５条　知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

適当と認めるときは補助金の交付決定を行ない、様式第２号による通知書により執行

団体に通知するものとする。 

２　前項の交付決定（変更交付決定を含む。）の額は、予算の範囲内において、補助　　　

対象経費に補助率を乗じて得た額（千円未満切捨て）とする。 

３　知事は、第１項の交付決定に当たっては、前条第２項本文の規定により仕入控除税

額に相当する額を減額して交付申請がなされたものについて、これを審査し、適当と

認めるときは当該仕入控除税額に相当する額を減額して第１項の交付決定を行うも

のとする。 

４　知事は、前条第２項ただし書きの規定により申請がなされた場合においては、補助

金の額の確定時に、仕入控除税額に相当する額を減額することとし、その旨の条件を

付して第１項の交付決定を行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６条　執行団体が、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服

がある場合において規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができ

る期限は、前条の規定による通知書を受け取った日から起算して 14日以内とする。 

  

（内容又は経費の配分の変更） 

第７条　執行団体は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あら

かじめ様式第３号による変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、第５条の規定により提出した申請書別紙１－２「資金計画」の３総



事業費「補助対象経費」において、20 パーセント以内の減額である場合については、

この限りではない。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第８条　執行団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ　　

様式４号による承認申請書を知事に提出し、その承認を得なければならない。 

 

（遅延等の報告） 

第９条　執行団体は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる

とき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式第５号による遅延等　

報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（遂行状況の報告） 

第10条　執行団体は、交付決定のあった年度の9月30日時点における補助事業の遂行状

況について、様式第６号による報告書を同年10月31日までに知事に提出しなければな

らない。 

 

（実績報告） 

第11条　執行団体は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを

含む。）は、その日から20日を経過した日又は交付決定のあった年度の３月３日のい

ずれか早い日までに、様式第７号による実績報告書に知事の定める書類を添えて知事

に報告しなければならない。 

２　執行団体は、前項の規定による実績報告を行うに当たって、仕入控除税額が明らか

な場合には、仕入控除税額に相当する額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第12条　知事は、前条第１項の規定による実績報告を受けた場合は、報告書等の書類の

審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該実績報告に係る補助事業の実施内容及

び結果が交付決定の内容（第７条の規定による承認をした場合は、承認された内容）　　

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

執行団体に通知するものとする。 

２　前項の規定により確定する交付すべき補助金額は、千円単位（千円未満切捨て）と

する。 

３　知事は、第１項の規定により執行団体に交付すべき補助金の額を確定した場合にお

いて、既にその額を超える額の補助金が交付されているときは、当該超える部分の　

補助金の返還を執行団体に命ずるものとする。 

４　前項に規定する補助金返還の期限は、当該命令がされた日から20日以内とし、　　

期限内に納付がない場合は、執行団体は、未納に係る金額に対して、その未納に係る　　

期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければな

らない。 



（概算払及び精算払の請求） 

第13条　補助金は原則として精算払により交付する。ただし、知事が必要と認めたとき

は概算払をすることができる。 

２　執行団体は、補助金の概算払を受けようとするときは様式第８号の１による請求書

を、精算払を受けようとするときは様式第８号の２による請求書を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（補助金の経理等） 

第14条　執行団体は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、補助事業が完了した日の属する年度の終了後５年間保存しなければな

らない。 

 

（仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第15条　執行団体は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により仕入控除

税額が確定した場合には、様式第９号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２　知事は、前項の規定による報告があった場合には、当該仕入控除税額に相当する　

補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の管理及び処分） 

第16条　本補助金により取得し、又は効用の増加した機械、器具、備品その他の財産（以

下「取得財産等」という。）について、執行団体は、その台帳を設け、補助対象事業完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、

その効率的運用を図らなければならない。 

２ 規則第 22 条の規定により処分を制限する取得財産等は、１件当たりの取得価格又

は効用の増加額が 50 万円以上のものとし、これを処分しようとするときは、あらか

じめ別記様式第10号の承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 規則第 22 条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める期間とし、同省令

に定めのない財産については、知事が別に定める期間とする。 

４ 本補助金により取得し、又は借用した土地または建物（付帯設備を含む。）について

は、第１項から第３項の規定を準用する。この場合において、第２項中「取得財産等」

とあるのは、「土地または建物（付帯設備を含む。）」と、「取得価格又は効用の増加額」

とあるのは、「取得価格及び効用の増加額の合計額」と、第３項の「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める期間とし、同省令

に定めのない財産については、知事が別に定める期間」とあるのは、「当該補助事業

の完了した日の属する会計年度の終了後５年間」とする。 

 

（交付決定をする場合に付すべき条件） 

第17条　知事は、補助金の交付決定を行うときは、次に掲げる条件を付するものとする。 

　（１）執行団体が補助金を他の用途に使用し、又は交付決定の内容、これに付した　　



条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金の額の確定

の有無にかかわらず、交付決定を取り消すことがあること。この場合において、

既に補助金が交付されているときは、その返還をさせることがあること。 

　（２）執行団体が、知事が別に定める期日までに、補助事業により取得し、又は効用

が増加した財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、　　

他の物件と交換し、又は債務の担保に提供しようとするとき（以下「取得財産の

処分」という。）は知事の承認を受けなければならないこと。この場合において、

知事が別に定める期間を当該財産が経過している場合を除き、執行団体に取得　

財産の処分による収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させること

があること。 

　（３）執行団体は、起業支援金に係る起業等をする者からの実施状況の報告について、

補助事業が完了した日の属する年度の終了後５年間、各年度終了後90日以内に知

事に報告しなければならない。 

 

（起業支援金の交付の際に付すべき条件） 

第18条　執行団体は、補助事業において、起業等をする者に対し起業支援金を交付する

ときは、第６条、第７条、第８条、第９条、第11条、第12条、第13条（精算払に係る

部分に限る。）、第14条、第16条及び前条に規定する条件に準ずる条件を付さなければ

ならない。 

２　執行団体は、起業等をする者に対し起業支援金を交付するときは、当該起業支援金

に係る事業を起業した日の属する年度の終了後５年間、各年度終了後90日（執行　　

団体がこれにより短い期間を定めた場合は、当該期間）以内に各年度末時点又は直近

の決算期末時点における当該事業の実施状況について、執行団体に報告する旨の条件

を付さなければならない。 

３　執行団体は、第１項の規定により付した条件等によって起業等をする者から起業　

支援金の返還等があったときは、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 区　分 経費区分 内　容 補助率及び補助上限額

 人件費 人件費 補助事業に直接従事する職員

の配置に要する基本給、諸手

当、社会保険料（事業主負担分

に限る。）

補助対象経費の10分の10以内

（予算の範囲内とする。）

 事業費 事務費 補助事業の実施に要する事務

所等借料、謝金（※１）、旅費、

会議費、借料、通信運搬費、水



（※１）謝金については、外部審査委員への謝金等の他、執行団体以外の起業支援機 

関等と連携した起業等に関する伴走支援業務等を行う場合、対象となる。ただ 

し、他事業と合同で実施する場合には、本事業に係る部分のみを対象経費とす 

る。 

（※２）補助費（起業支援金）の対象経費には消費税及び地方消費税を含まない。 

（※３）人件費については、代表者や役員等の人件費は対象とせず、起業支援金の交 

付決定を受けた事業者の当該事業に直接従事する従業員に対して支払う賃金に 

限る。

 道光熱費、消耗品費、雑役務

費、外注費、委託費、広報・周

知費、その他の経費（伴走支援

事業の遂行上、必要となる経

費） 等

 補助費（※２） 

（起業支援金）

起業等をする者が起業等に要

する人件費（※３）、店舗等借

料、設備費、原材料費、借料、

知的財産権等関連経費、謝金、

旅費、外注費、委託費、マーケ

ティング調査費、広報費　等

補助対象経費の２分の１以内 

（１件当たり最大 200 万円） 

（予算の範囲内とする。）


